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１．「申請ID」の登録をする
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１ー１．連絡用メールアドレスを登録してください

（１）ホームページの「申請ID作成」ボタンをクリック
すると「連絡用メールアドレス登録」のページ画面
が表示されます。

（２）メールアドレスを入力します。確認用に同じメール
アドレスをもう一度入力して登録ボタンをクリック
してください。

（３）登録が終わると下記の「連絡用メールアドレス
登録完了」画面が出て完了となります。また、
あわせて登録いただいたメールアドレスに、次の
「システム利用者情報登録のご案内」メールが
届きます。（次ページに説明があります）

Ӫ

※「@marine -shien.jp 」からのメールを受信できるメール
アドレスをご登録ください。

「申請ID作成」のボタンを
クリックしてください

ホームページトップ画面

※申請に必要になりますので、登録したメールアドレスは
 大切に保管してください。

「ログイン」のボタンを
クリックすると
「申請ID作成」の
ボタンに移動します

「登録」のボタンをクリックしてください

̇

※安全設備毎に複数の申請IDを作成する場合や、
代理申請で複数の申請者の申請IDを作成する場合、
同じメールアドレスを使用することは可能です。
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１ー２．メールが届いたら申請区分登録画面に入力してください

（１）「【小型旅客船等の安全・安心確保推進事業
          補助金】システム利用者情報登録のご案内」の

タイトルのメールが届きます。

（２）メール中に記載された＜システム利用者情報登録
画面URL＞をクリックします。

（３）申請区分登録画面が表示されます。
まず下記の５つの中から、今回作成する申請IDで
申請する対象の安全設備を選択してください。
・業務用無線設備
・非常用位置発信装置
・改良型救命いかだ等
・浸水警報装置/排水設備
・ドライブレコーダー

（４）次にシステム利用者区分を選択してください。

※システム利用者の説明につい
ては、「システム利用者につい
て必ずこちらを～」の「こちら」を
クリックすると確認することがで
きます。

Ӫ

メールに記載されたURLをクリックしてください

※安全設備ごとの申請になりますので、まとめて複数の
 安全設備を選択することはできません。また、同じ安
   全設備であれば、船舶所有者が同一なら複数の
   船舶をまとめて申請することができます。

システム利用者を選択して「登録画面へ」のボタンをクリックしてください

※安全設備の詳細については、「安全設備について
必ずこちらを～」の「こちら」をクリックすると表示される

   「公募要領3. ５つの安全設備」で確認することが
   できます。

7



１ー３．システム利用者情報登録画面に入力してください（補助対象事業者を選択した場合）

※このページでは、システム利用者の選択で、
「補助対象事業者
①船舶所有者本人②船舶所有法人担当者」
を選択した場合の登録について説明します。

（１）システム利用者情報登録画面が表示されます。

（２）画面に従って「システム利用者団体名・法人名」
       「システム利用者氏名」「システム利用者電話
        番号」を入力してください。

※この画面では、①船舶所有者ご本人、または
②船舶所有法人 の担当の方の情報を入力してください。

※電話番号は、必ず日中にご連絡がつく番号にしてください。

（３）次にパスワードを設定し、入力してください。
パスワードは、同じものを確認用も含め２回入力

        してください。

（４）申請区分登録画面（前の画面）に戻りたい
        場合は「戻る」ボタンで戻って、再度システム
        利用者を選択し直してください。

（５）すべての入力が終わりましたら「確認画面へ」の
ボタンをクリックし、確認画面を確認してください。

※パスワードは、ログインの際に必要になりますので、
   必ずお控えをとって忘れないようにしてください。

Ӫ

「補助対象事業者
①船舶所有者本人②船舶所有法人担当者」
を選択した場合

「確認画面へ」のボタンをクリックしてください
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※このページでは、システム利用者の選択で、
「補助対象事業者
①船舶所有者本人②船舶所有法人担当者」
を選択した場合の登録について説明します。

（１）「申請区分/システム利用者情報確認画面」
 が表示されます。

（２）入力内容を確認してください。

（３）内容に間違いが無ければ「登録」のボタンを
         クリックしてください。

内容に誤りがあれば「戻る」ボタンでシステム
         利用者情報登録画面に戻り、入力をやり
         直してください。

03-1234-5678

１ー４．申請区分/システム利用者情報確認画面をご確認ください（補助対象事業者を選択した場合）

「登録」のボタンをクリックしてください

9



Ӫ

※このページでは、システム利用者の選択で、
「③代理申請者」
を選択した場合の登録について説明します。

（１）システム利用者情報登録画面が表示されます。

（２）「代理申請委任の有無」のご確認になります。
補助対象事業者から委任されている場合は、右の
欄の□にチェックをいれてください。

（３）画面に従って「補助対象者との関係」を選択し、
         「システム利用者団体名・法人名」「システム利用
         者氏名」「システム利用者電話番号」を入力して
         ください。

※この画面では、「③代理申請者」の情報を入力してください。
補助対象事業者（①船舶所有者 等）の情報登録は
のちほど給付申請時に行っていただきます。

※電話番号は、必ず日中にご連絡がつく番号にしてください。

（４）次にパスワードを設定し、入力してください。
パスワードは、同じものを確認用も含め２回入力

        してください。

（５）申請区分登録画面（前の画面）に戻りたい
        場合は「戻る」ボタンで戻って、再度システム
        利用者を選択し直してください。

（６）すべての入力が終わりましたら「確認画面へ」の
ボタンをクリックし、確認画面を確認してください。

「③代理申請者」を選択した場合

※パスワードは、ログインの際に必要になりますので、
   必ずお控えをとって忘れないようにしてください。

１ー５．システム利用者情報登録画面に入力してください（代理申請者を選択した場合）

「確認画面へ」のボタンをクリックしてください
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※このページでは、システム利用者の選択で、
「③代理申請者」
を選択した場合の登録について説明します。

（１）「申請区分/システム利用者情報確認画面」
が表示されます。

（２）入力内容を確認してください。

（３）内容に間違いが無ければ「登録」のボタンを
         クリックしてください。

内容に誤りがあれば「戻る」ボタンでシステム
         利用者情報登録画面に戻り、入力をやり直し
         てください。

１ー６．申請区分/システム利用者情報確認画面をご確認ください（代理申請者を選択した場合）

「登録」のボタンをクリックしてください
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１ー７．新規申請ID作成完了画面をご確認ください

（１）「登録」が完了すると「新規申請ID作成完了」
          画面が表示されます。

（２）登録いただいたメールアドレスに、「申請IDの
         発行とログインページの案内」というタイトルの
         メールが届きますのでご確認ください。（次ページ
         に説明有り）

（３）続けてログインする場合は、「ログイン画面へ」
         ボタンか届いたメールの＜ログインページURL＞を
         クリックしてください。

「ログイン画面へ」のボタンをクリックすると
ログインページが表示されます。

12



１ー８．ログインページ画面からログインしてください

Ӫ

（１）「【小型旅客船等の安全・安心確保推進
          事業補助金】申請IDの発行とログインページ
          のご案内」のタイトルのメールが届きます。

（２）メールの中にある＜ログインページURL＞を
         クリックし、ログインページ画面を開いてください。

（３）メールの中にある申請IDと、あらかじめ設定
         しておいたパスワードを入力して「ログイン」
         ボタンをクリックしてください。

メールに記載されたURLを
クリックしてください

申請ID

※申請IDは、ログインの際だけでなくお問い合わせをいただく
際にも必要になりますので、必ずお控えをとって忘れない
ようにしてください。

「ログイン」のボタンをクリックしてください

メールからログインページを確認する場合
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１ー９．誓約書同意画面で誓約書に同意してください

Ӫ

※誓約書をよくお読みいただき、その内容を誓約いただく
ことができない場合は、申請システムのご利用はできま
せん。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

※誓約書の内容に更新があった場合、ログイン時に
再度誓約いただくことが必要です。ご理解のほど
よろしくお願いいたします。

（１）ログインページから初めてログインを行うと、
「誓約書同意画面」が表示されます。

（２）誓約書の内容をよくお読みいただき、誓約が
         可能な場合は、「上記の内容を遵守すること
         を誓約し、申請システムを利用する」ボタンを
         クリックし、次の申請に進んでください。

※このページが表示されるのは初めてログインをする際のみ
です。２回目以降ログインをする際は（誓約書の更新
があった場合を除き）表示されません。

必ず誓約書の内容をお読みいただいてから、
「申請システムを利用する」のボタンをクリックしてください
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１ー10．申請TOPページの内容をご確認ください

※「推奨環境」をクリックすると下記の画面で
    推奨環境をご確認いただけます。

Ӫ

（１）「申請TOPページ」では、申請情報として

・「申請ID」
・「安全設備種類」
・「現在のステータス」

が表示されますので、ご確認ください。

※申請工程では、「現在のステータス」をご覧いただけます。
   お電話等で事務局にお問合せをいただく際には、

・システム利用者名
・登録時のシステム利用者の電話番号
・申請ID

をご用意いただき、状況に応じて、安全設備種類や
    現在のステータスをお答えいただくようお願いします。
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１ー11．システム利用者情報詳細画面をご確認ください

（１）「申請TOPページ」のにある
「利用者情報参照」ボタンをクリックすると、

        以下の情報が表示されます。         

       ・「システム利用者区分」
・「システム利用者団体名・法人名」
・「システム利用者氏名」
・「システム利用者電話番号」
・「確認用メールアドレス」

         ・「安全設備種類」
      
※お電話等で事務局にお問い合わせをいただく際、
特に個別の申請状況等のお問い合わせについては
システム利用者の情報が必要になる場合があります。
ご不明な場合はこの画面でご確認ください。

s.umino@aaaa.co.jp
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２．給付申請をする
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（１）ログインすると、申請TOPページが表示されます。

（２）「現在のステータス」の下部にある
「給付申請」のボタンをクリックしてください。

ログインページ画面

「給付申請」のボタン
をクリックしてください

「ログイン」のボタンをクリックしてください

２ー１．給付申請の事前チェックを行ってください（１）
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２ー１．給付申請の事前チェックを行ってください（２）

（１）申請に必要な書類の事前チェックリストが
         表示されます。

（２）リストの内容を確認して、ご理解いただいたら
        右側の□欄に「レ」を入れてください。

（３）全部の□欄に「レ」を入力できましたら、次への
         ボタンをクリックしてください。

Ӫ

※チェック項目に不明点がありましたら、「公募要領」もしくは
「よくある質問」をご覧いただき、内容をご確認ください。

※全部の□欄に「レ」を入れずに次へボタンをクリックすると
  「チェックが入っていない項目があります。ご確認ください」
   のメッセージが表示されますのでご注意ください。

「次へ」のボタンをクリック
してください

※チェック項目の中で、ご自身に該当しない場合は、
   そのままチェックを入れてください。
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２ー２．事前チェックリストをご確認ください

※「次へ」のボタンをクリックすると、チェックリストには戻れません。再度ご覧になりたい場合は、このページでご確認ください。
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２ー３．給付申請の情報登録を開始してください

Ӫ

※この画面からは、チェックリストには戻れません。再度
   ご覧になりたい場合は、前のページでご確認ください。

（１）給付申請事前チェックですべての□欄に「レ」を
         入れて次へボタンをクリックすると、給付申請情
         報画面が表示されます。

（２）登録ボタンをクリックし、給付申請を開始して
ください。

「登録」のボタンをクリックしてください
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２ー４．船舶所有者情報登録画面に入力してください（１）

Ӫ

※入力の前には、必ずお手元に船舶検査証書をご用意
   ください。

※船舶所有者欄に法人名・団体名が記載されている
   場合は履歴事項全部証明書、個人名の場合は本人
   確認書類をご用意いただき、それぞれの内容と一致する
   ように情報を入力してください。

（１）船舶所有者情報登録画面が表示されます。
画面の指示に従って入力してください。
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２ー４．船舶所有者情報登録画面に入力してください（２）

Ӫ

※「その他添付資料」は、通常使用いたしません。
事務局から指示があった場合のみ使用してください。

（１）船舶所有者情報の確認書類を、画面の指示
         に従って添付してください。

※免税事業者の場合は、□欄に「レ」を入れ、免税
   事業者であることを証明する書類を添付してください。

（２）すべての項目を入力し終わったら、「確認画面
         へ」をクリックしてください。

「確認画面へ」のボタン
をクリックしてください
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２ー５．船舶所有者情報登録内容確認画面をご確認ください

（１）「船舶所有者情報登録内容確認画面」が
          表示されます。

入力した内容をご確認ください。

（２）内容に間違いが無ければ「登録」のボタンを
         クリックしてください。

内容に誤りがあれば「戻る」ボタンでシステム
         利用者情報登録画面に戻り、入力をやり直し
         てください。

「登録」のボタンを
クリックしてください
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２ー６．船舶所有者情報登録が完了しました

（１）船舶所有者情報の登録完了後、
「給付申請情報画面」が表示されます。

※船舶所有者情報の修正をしたい場合は「修正」を
クリックしてください。「船舶所有者情報登録画面」
に戻ります。
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２ー７．船舶情報を登録してください（１）

（１）ここから船舶情報の登録を行います。「船舶
         登録」をクリックしてください。

「船舶情報」のボタンを
クリックしてください
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２ー７．船舶情報を登録してください（２）

（１）「船舶情報登録画面」が表示されます。
          画面に従って、入力してください。

Ӫ

※ご提出いただく船舶検査証書の各項目に記載されて
   いる通りに情報を入力してください。

※船舶検査証書の裏面に記載がある場合は、裏面の
   提出も必要です。「船舶検査証書（裏面）」のファイル
   選択から、PDF又は写真ファイルを添付してください。

※船舶検査証書の総トン数欄に「未満」など数字以外の
文字が書かれている場合は、「5トン未満」であれば「4.9」の
ように、数字のみでの入力をお願いします。

27

※「旅客定員」は船舶検査証書の「旅客」欄の人数
（複数の記載がある場合は一番多い人数）を
入力してください。
「最大とう載人員合計」は船舶検査証書の「計」欄の
人数（複数の記載がある場合は一番多い人数）を
入力してください。



２ー７．船舶情報を登録してください（３）

Ӫ

※海上運送法の許可を受けている、もしくは届出
（登録）をしている場合は、許可書か届出（登録
通知）書を添付書類にて提出してください。

（１）「船舶情報登録画面」の指示に従って、
          入力してください。

（２）必要な項目の入力が終わりましたら、「確認
         画面へ」をクリックしてください。

「確認画面へ」をクリック
してください

※海上運送法の許可を受けている、もしくは届出
（登録）をしている場合は使用船舶明細書の提出が
   必要になります。

※海上運送法の申請事業者と船舶所有者が異なる
場合は、傭船契約書又はリース契約書を提出して
いただきます。

※申請する安全設備が浸水警報装置・排水設備、
またはドライブレコーダーの場合、「給付申請内訳書」

   の項目も入力が必要です。（次ページ参照）

※海上運送法の許可を受け、かつ届出（登録）もして
いる場合（許可書も届出（登録）書もある場合）
は、許可書を提出してください。

※遊漁船のみに使用する船舶であるかの設問で「いいえ」
   を選択した場合は、船舶の用途を必ず入力してください
（遊漁船業・漁ろうと読みとれる用途は、補助対象外の
ため不備とします）。

（記入例）
・ダイビング船として使用
・水上タクシーとして使用
・社員の研修として使用
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２ー７．船舶情報を登録してください（４）※浸水警報装置・排水設備/ ドライブレコーダーを申請する場合

Ӫ

※見積書と給付申請内訳書のフォーマットは、本事業
ホームページの「申請用フォーマット」からダウンロードを
お願いいたします。

（１）申請する安全設備が浸水警報装置・排水設備、
またはドライブレコーダーの場合、
・見積書
・給付申請内訳書
を添付書類として提出していただきます。

（２）給付申請内訳書の内容を、画面の指示に
従って入力してください。

（３）必要な項目の入力が終わりましたら、「確認
         画面へ」をクリックしてください。

※見積書は の作成を
販売店に依頼してください。
見積書はPDF又は画像ファイルで提出してください。
Excelファイルでの提出はできません（給付申請
内訳書のフォーマットはExcelのみ提出可能です）。

※給付申請内訳書は、「申請用フォーマット」内の記載例
をご確認いただき、画面の入力箇所にお間違いのない
よう金額の入力をしてください。

「確認画面へ」のボタン
をクリックしてください
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２ー８．船舶情報登録確認画面をご確認ください

（１）「船舶情報登録内容確認画面」が表示されます。
          入力した内容をご確認ください。

（２）内容に間違いが無ければ「登録」のボタンを
         クリックしてください。

内容に間違いがあれば「戻る」ボタンでシステム
         利用者情報登録画面に戻り、入力をやり直して
         ください。

「登録」のボタンを
クリックしてください
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２ー９．船舶情報登録が完了しました

（１）「船舶情報登録完了」の画面が出ましたら、
          登録が完了です。

（２）「給付申請情報画面へ」をクリックすると、給付
申請情報画面に戻ります。登録した船舶の情報
が確認できます。ここをクリックしてください

Ӫ

※船舶情報を登録するだけでは給付申請は完了して
   いません。

※登録できる船舶は10隻までです。10隻を超える場合は、
   複数申請IDに分けて申請してください。
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２ー10．船舶の追加登録、船舶情報の修正・削除をする場合

（１）他の船舶を追加登録する場合は、
再度「船舶登録」ボタンをクリックして、
入力を続けてください。

（２）船舶情報の修正・削除をする場合は、
対象船舶の「修正」のリンクをクリックして、
実施してください。

Ӫ

※船舶情報を登録するだけでは給付申請は完了して
   いません。

※登録できる船舶は10隻までです。10隻を超える場合は、
   複数申請IDに分けて申請してください。

（１）

（２）
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２ー11．給付申請情報画面をご確認ください

（１）船舶一覧をご覧になり、「船舶名」「船舶番号」
      をご確認いただき、給付申請をするすべての船舶

の登録が完了しましたら、「確認」ボタンをクリックし
てください。

「確認」のボタンを
クリックしてください
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２ー12．給付申請情報 確認をご確認ください

※給付申請完了後に申請内容の追加・変更を希望する
   場合は、お電話等で事務局へお問い合わせください。

Ӫ

「給付申請を完了する」
のボタンをクリックしてください

（１）「給付申請情報確認」画面が表示されます。
          入力した内容をご確認ください。

（２）内容に間違いが無ければ「給付申請を完了する」
のボタンをクリックしてください。
内容に間違いがあれば「戻る」ボタンで「給付申請
情報画面」に戻り、入力内容を修正してください。

※給付審査が完了し、審査が完了のメールが届くまでは
情報の修正等ができませんのでご注意ください。
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２ー13．給付申請が完了しました

※給付審査完了までの間、しばらくお待ちください。審査
   完了後、メールにてお知らせを行います。

Ӫ

（１）「給付申請が完了しました」画面が出ましたら
          給付申請が完了になります。

※審査結果にご不明点がありましたら、事務局へお問い
合わせください。
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２ー14．給付申請の結果確認（訂正と再申請をする場合）（１）

給付申請に不備があった場合の対応について説明い
たします。

不備がない場合は「【小型旅客船等の安全・安心確
保推進事業補助金】給付審査完了のお知らせ」の
タイトルのメールが届きますので、
P42「２ー18．給付申請の結果確認（審査完了の
場合）」をご覧ください。

（１）「【小型旅客船等の安全・安心確保推進事
業補助金】申請内容の訂正と再申請のお願
い」のタイトルのメールが届きます。

（２）訂正していただく内容がメールに記載されて
おりますのでご確認ください。

（３）メールに記載された＜ログインページURL＞を
クリックし、ログインしてください。

（４） 「申請TOPページ」画面の「給付申請」ボタン
をクリックしてください。

（１）

（3）

（2）

（４）
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２ー14．給付申請の結果確認（訂正と再申請をする場合）（２）

※訂正時の操作方法は項番２－3～13を参照して
ください。なお、事務局より訂正依頼のあった情報のみ
変更が可能です。

（５）遷移先の「給付申請情報画面」の上部にも
訂正依頼内容が表示されています。

（６）船舶所有者情報と船舶情報のそれぞれに
修正ボタンがあります。該当するボタンをクリック
し、情報内容を訂正してください。

（７）訂正が完了しましたら、「確認」ボタンをクリック
してください。「給付申請情報確認」画面に
移ります。

（５）

Ӫ

※船舶所有者情報登録画面や
船舶情報修正・削除画面の上部にも
訂正依頼内容が表示されます

（6）

（６）

（７）

37



２ー14．給付申請の結果確認（訂正と再申請をする場合）（３）

※訂正するだけでは再申請が行われません。
訂正後に必ず再度給付申請を行ってください。

（１）「給付申請情報確認」をご覧になり、訂正が
完了していることをご確認ください。

（２）情報を確認後、ページ下部の「給付申請を完了
する」のボタンをクリックしてください。
「給付申請が完了しました」画面に移ります。

（３）後ほど「【小型旅客船等の安全・安心確保
推進事業補助金】給付再申請受付のお知らせ」
のタイトルのメールが届きます。

Ӫ

「給付申請を完了する」
ボタンをクリックしてください
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２ー15．訂正と再申請の方法（船舶所有者情報の添付ファイルを訂正する場合）

※「変更」ボタンは画面によっては「クリア」と表示される場合
もありますが、機能は変わりません。

Ӫ

（１）給付申請情報画面の船舶所有者情報にある
「修正」ボタンをクリックしてください。

（２）「船舶所有者情報登録画面」に移ります。訂正
したいファイル（例：履歴事項全部証明書）
名の横にある「変更」ボタンをクリックしてください。

（３）再び、「船舶所有者情報登録画面」の最上部
が表示されます。
訂正したい箇所（例：船舶所有者情報の
確認事項）まで下にスクロールをしてください。
「ファイルを選択」ボタンと「選択されていません」
のメッセージが確認出来たら、正しいファイルを
添付してください。

（４）「確認画面へ」ボタンをクリックして「船舶所有者
情報登録内容確認画面」で正しい内容が
入力されているかをご確認ください。
確認後「登録」をクリックすれば訂正は完了です。

※船舶所有者登録画面で添付したファイルを訂正する
方法をご説明いたします。
訂正はまず添付したファイルをクリアにしてから、正しい

   ファイルを再度添付していただきます。（１）
（２）

（３）

（４）

訂正確認後「登録」のボタンを
クリックしてください
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２ー16．訂正と再申請の方法（船舶情報の添付ファイルを訂正する場合）（１）

（１）

※「変更」ボタンは画面によっては「クリア」と表示される場合
もありますが、機能は変わりません。

Ӫ

（１）給付申請情報画面の船舶情報「船舶情報を
修正」欄にある「修正」ボタンをクリックして
ください。

（２）「船舶情報修正・削除」画面に移ります。
訂正したいファイル（例：船舶検査証書）
名の横にある「変更」ボタンをクリックしてください。

（３）再び、「船舶情報修正・削除」画面の最上部が
表示されます。
訂正したい箇所（例：船舶確認証書）
まで下にスクロールをしてください。

※船舶所有者登録画面で添付したファイルを訂正する
方法をご説明いたします。
訂正はまず添付したファイルをクリアにしてから、正しい
ファイルを再度添付していただきます。

（２）

（３）
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２ー16．訂正と再申請の方法（船舶情報の添付ファイルを訂正する場合）（２）

※「変更」ボタンは画面によっては「クリア」と表示される場合
もありますが、機能は変わりません。

Ӫ

（１）訂正したい箇所（例：船舶検査証書）の
欄で 「ファイルを選択」ボタンと「選択されて
いません」のメッセージが確認出来たら、正しい
ファイルを添付して、画面右下にある「確認
画面へ」をクリックしてください。

（２）「船舶情報更新確認画面」の該当欄で正しい
ファイルが添付されているか確認し、「更新」
ボタンをクリックしてください。

（３）「船舶情報更新完了」画面が表示されると訂正
が完了となります。

（１）

（２）

訂正確認後「更新」のボタンを
クリックしてください
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２ー17．訂正と再申請の方法（船舶情報の添付ファイルを削除する場合）

（１）削除したい箇所（例：航路事業許可書/
届出書（登録通知書）控え）の欄で、
「□削除する」の□に「レ」を入力して、画面右下
にある「確認画面へ」をクリックしてください。

（２）「船舶情報更新確認画面」の該当欄で
「削除する」となっていることを確認し、「更新」
ボタンをクリックしてください。

（３）「船舶情報更新完了」画面が表示されると訂正
が完了となります。

（１）

（２）

「削除する」を確認後
「更新」のボタンをクリックしてください

※船舶情報の登録時に添付したファイルを削除する
方法をご説明いたします。
給付申請情報画面の船舶情報「船舶情報を修正」

  欄にある「修正」ボタンをクリックしてから開始して
ください。
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２ー18．給付申請の結果確認（審査完了の場合）

Ӫ

（１）「【小型旅客船等の安全・安心確保推進
事業補助金】給付審査完了のお知らせ」の
タイトルのメールが届きます。

（２）メールに記載された＜ログインページURL＞を
クリックし、ログインしてください。

（３）「給付申請書・決定通知書」ボタンをクリックし、
PDFをダウンロードして保存および内容をご確認
ください。

※給付申請書・決定通知書にご不明点がありましたら、
事務局へお問い合わせください。

（１）

（3）

（2）

※給付審査後の流れとしては、
実績報告→精算払請求→補助金給付
と工程を進めていただきます。

※決定通知書に記載された補助金の額は上限額で
あり、支給される額は実績報告後に決定されます。
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３．実績報告をする
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（１）ログインすると、申請TOPページが表示されます。

（２）「現在のステータス」が「実績登録」になっている
ことを確認してください。

※現在のステータスが「実績登録」になっていない場合は
給付申請の審査が完了していません。
ご不明点がございましたら、事務局へお問い合わせ
ください。

（３）「現在のステータス」の下部にある
「実績報告」のボタンをクリックしてください。

ログインページ画面

「実績報告」のボタン
をクリックしてください

「ログイン」のボタンをクリックしてください

３ー１．実績報告の情報登録を開始してください（１）
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３ー１．実績報告の情報登録を開始してください（２）

（１）給付申請で登録された船舶ごとに情報が表示
されます。「登録」をクリックしてください。

ここをクリックしてください
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３ー２．船舶ごとの実績情報を登録してください（１）

（１）「実績内容入力画面」が表示されます。
          画面に従って、入力してください。

・領収書
・実績報告明細書
を添付書類として提出していただきます。

（２）実績報告明細書の内容を、画面の指示に
従って入力してください。

Ӫ

※領収書と実績報告明細書のフォーマットは、本事業
ホームページの「申請用フォーマット」からダウンロード
可能です。

※実績報告明細書の記載例をご確認いただき、画面の
入力箇所にお間違いないよう金額の入力をしてください。
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３ー２．船舶ごとの実績情報を登録してください（２）

Ӫ

（1） 「実績内容入力画面」にて
納品報告写真フォーマット
を添付書類として提出していただきます。

「確認画面へ」のボタン
をクリックしてください

※写真貼付については、納品報告写真フォーマットの説明
をよく読んでご対応ください。

※納品報告写真フォーマットは、本事業
ホームページの「申請用フォーマット」からダウンロード
可能です。

（2） 必要な項目の入力が終わりましたら、「確認
         画面へ」をクリックしてください。
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３ー３．実績内容確認画面をご確認ください

（１）「実績内容確認画面」が表示されます。
          入力した内容をご確認ください。

（２）内容に間違いが無ければ「登録」のボタンを
         クリックしてください。

内容に間違いがあれば「戻る」ボタンで前の画面
に戻り、入力をやり直してください。

「登録」のボタンを
クリックしてください
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３ー５．実績情報の修正をする場合

（１）船舶情報の修正をする場合は、
対象船舶の「修正」のリンクをクリックして、
実施してください。

Ӫ

※実績情報を登録するだけでは実績報告は完了していま
せん。
この後の実績報告を完了する手順まで進めてください。
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３ー４．実績内容登録が完了しました

（１）「実績内容登録完了」の画面が出ましたら、
          登録が完了です。

（２）「実績報告画面に戻る」をクリックすると、
実績報告画面に戻ります。登録した船舶の情報
が確認できます。

（３）船舶が複数ある場合は、３ー２(２)からの
手順を繰り返してください。

Ӫ

※実績情報を登録するだけでは実績報告は完了していま
せん。
この後の実績報告を完了する手順まで進めてください。

ここをクリックしてください
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３ー６．実績報告画面をご確認ください

（１）すべての船舶の実績情報の登録・修正が
完了しましたら、「確認」ボタンをクリックしてください。

「確認」のボタンを
クリックしてください
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３ー７．実績報告 確認画面をご確認ください

※実績報告完了後に申請内容の変更を希望する
   場合は、お電話等で事務局へお問い合わせください。

Ӫ

「実績報告を完了する」
のボタンをクリックしてください

（１）「実績情報確認確認」画面が表示されます。
          入力した内容をご確認ください。

（２）内容に間違いが無ければ「実績報告を完了する」
のボタンをクリックしてください。
内容に間違いがあれば「戻る」ボタンで前の画面
に戻り、入力内容を修正してください。

※実績報告審査が完了し、審査完了のメールが届くまで
は情報の修正等ができませんのでご注意ください。
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３ー８．実績報告が完了しました

※実績報告審査完了までの間、しばらくお待ちください。
   審査完了後、メールにてお知らせを行います。

Ӫ

（１）「実績報告が完了しました」画面が出ましたら
          実績報告が完了となります。

※審査結果にご不明点がありましたら、事務局へお問い
合わせください。
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３ー９．実績報告の結果確認（訂正と再申請をする場合）（１）

実績報告に不備があった場合の対応について説明い
たします。

不備がない場合は「【小型旅客船等の安全・安心確
保推進事業補助金】実績報告審査完了のお知ら
せ」のタイトルのメールが届きますので、
P58「3-11.実績報告の結果確認（審査完了の場
合）」をご覧ください。

（１）「【小型旅客船等の安全・安心確保推進事
業補助金】申請内容の訂正と再申請のお願
い」のタイトルのメールが届きます。

（２）訂正していただく内容がメールに記載されて
おりますのでご確認ください。

（３）メールに記載された＜ログインページURL＞を
クリックし、ログインしてください。

（４） 「申請TOPページ」画面の「実績報告」ボタン
をクリックしてください。

（１）

（3）

（2）

（４）
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３ー９．実績報告の結果確認（訂正と再申請をする場合）（２）

※訂正時の操作方法は項番３－１～５を参照して
ください。なお、事務局より訂正依頼のあった情報のみ
変更が可能です。

（１）遷移先の「実績報告画面」の上部にも
訂正依頼内容が表示されています。

（２）訂正依頼対象の船舶に対して、「修正」ボタン
をクリックし、情報内容を訂正してください。

（３）訂正が完了しましたら、「確認」ボタンをクリック
してください。「実績報告確認画面」に
移ります。

（１）

Ӫ

※実績内容入力画面の上部にも
訂正依頼内容が表示されます

（２）

（３）
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３ー９．実績報告の結果確認（訂正と再申請をする場合）（３）

※訂正するだけでは実績報告の再申請は行われません。
訂正後に、実績報告を完了させて再申請を行って
ください。

（１）「実績報告確認画面」をご覧になり、訂正が
完了していることをご確認ください。

（２）情報を確認後、ページ下部の
「実績報告を完了する」のボタンをクリックして
ください。
「実績報告が完了しました」画面に移ります。

（３）後ほど「【小型旅客船等の安全・安心確保
推進事業補助金】実績報告再申請受付の
お知らせ」のタイトルのメールが届きます。

Ӫ「実績報告を完了する」
のボタンをクリックしてください
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３ー10．訂正と再申請の方法（添付ファイルを訂正する場合）

※「変更」ボタンは画面によっては「クリア」と表示される場合
もありますが、機能は変わりません。

Ӫ

（１）実績報告情報画面の「修正」ボタンをクリック
してください。

（２）「実績内容入力画面」に移ります。訂正
したいファイル（例：領収書）名の横にある
「変更」ボタンをクリックしてください。

（３）再び、「実績内容入力画面」の最上部
が表示されます。
訂正したい箇所（例：領収書）まで下に
スクロールをしてください。
「ファイルを選択」ボタンと「選択されていません」
のメッセージが確認出来たら、正しいファイルを
添付してください。

（４）「確認画面へ」ボタンをクリックして「実績内容
確認画面」で正しい内容が入力されているかを
ご確認ください。確認後「登録」をクリックすれば
訂正は完了です。

※添付したファイルを訂正する方法をご説明いたします。
訂正はまず添付したファイルをクリアにしてから、正しい

   ファイルを再度添付していただきます。

（１）

（３）

（４）

訂正確認後「登録」のボタンを
クリックしてください

（２）
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３ー11．実績報告の結果確認（審査完了の場合）

Ӫ

（１）「【小型旅客船等の安全・安心確保推進
事業補助金】実績報告審査完了のお知らせ」
のタイトルのメールが届きます。

（２）メールに記載された＜ログインページURL＞を
クリックし、ログインしてください。

（３）「実績報告書・額の確定について」ボタンを
クリックし、PDFをダウンロードして保存および
内容をご確認ください。

※「実績報告書」・「額の確定について」にご不明点が
ありましたら、事務局へお問い合わせください。

（3）

（2）

※実績報告審査後の流れとしては、
精算払請求→補助金給付と工程を進めていただきます。

※「額の確定について」に記載された補助金の額が
支給される補助金額です。

（１）
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4．精算払請求の申請をする
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（１）ログインすると、申請TOPページが表示されます。

（２）「現在のステータス」が「精算払登録」になってい
ることを確認してください。

※現在のステータスが「精算払登録」になっていない場合
は実績報告の審査が完了していません。
ご不明点がございましたら、事務局へお問い合わせ
ください。

（３）「現在のステータス」の下部にある
「精算払請求」のボタンをクリックしてください。

ログインページ画面

「精算払請求」のボタン
をクリックしてください

「ログイン」のボタンをクリックしてください

４ー１．精算払請求の口座登録を開始してください
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４ー２．金融機関の入力方法選択

（１）「精算払請求口座登録画面」が表示されま
す。

画面の指示に従って、まず金融機関の入力
方法を選択してください。

頭文字で検索する場合は４－３. へ、
直接入力する場合は４－４. へ、
ゆうちょ銀行の口座を登録する場合は４－５. 
へ進んでください。 
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４ー３．頭文字で検索する場合：金融機関情報、支店情報の入力（１）

（１）金融機関の検索キーワード（ひらがな）欄に、
ご利用の金融機関のひらがな名を最初の
1文字から入力してください。

（２）候補欄に金融機関の候補が表示されます。
その中で該当の金融機関名をクリックしてください。

（１）

（２）
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４ー３．頭文字で検索する場合：金融機関情報、支店情報の入力（２）

（１）クリック後、該当の金融機関の情報が下の欄に
入力されます。

続けて支店の検索に進みます。
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４ー３．頭文字で検索する場合：金融機関情報、支店情報の入力（３）

（１）支店の検索キーワード（ひらがな）欄に、
ご利用の金融機関支店のひらがな名を最初の
1文字から入力してください。

（２）候補欄に支店の候補が表示されます。
その中で該当の支店名をクリックしてください。

（１）

（２）
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４ー３．頭文字で検索する場合：金融機関情報、支店情報の入力（４）

（１）支店名をクリックすると、検索キーワード欄と
候補欄が非表示になります。
また、クリックした支店の情報が下の欄に入力
されます。

（２）もし金融機関、支店の修正を行いたい場合は、
「再検索する」ボタンをクリックして実施してください。

（１）

（２）
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４ー３．頭文字で検索する場合：支払情報の入力

（１）続けて、支払い情報の入力を行います。画面
の指示に従って、各種情報を入力してください。

（２）必要な項目の入力が終わりましたら、「確認」
をクリックしてください。

以降の手順は４－６. 以降をご確認ください。

（２）
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４ー４．直接入力する場合：金融機関情報、支店情報の入力

（１）ご利用の金融機関の情報を入力してください。

（２）金融機関支店の情報を入力してください。

（１）

（２）
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４ー４．直接入力する場合：支払情報の入力

（１）続けて、支払い情報の入力を行います。画面
の指示に従って、各種情報を入力してください。

（２）必要な項目の入力が終わりましたら、「確認」
をクリックしてください。

以降の手順は４－６. をご確認ください。

（２）

69

※補助対象事業者が個人の場合で、法人口座に振込
を希望される場合は、補助対象事業者が振込先法人の
代表者であることがわかる「履歴事項全部証明書」の提
出を求めます。

※補助対象事業者が個人の場合で、屋号が書かれた
口座に振込を希望される場合は、補助対象事業者と記
載された屋号との関係性がわかる「開業届」「確定申告
書」「所得税青色申告決算書」「収支内訳書（白色申
告）」のいずれかの提出を求めます。

※確認書類として、預金通帳の表紙と見開きページの写
し、又はネット銀行のWEB通帳画面や登録情報・口座
情報確認画面のキャプチャー画像を提出していただきます。

※①金融機関名②金融機関番号③支店名④支店番
号⑤預金種目⑥口座番号⑦口座名義人が記載されて
いるページをすべて提出してください。見開きページ等に記
載が不足している場合は、必要に応じてその他添付ファイ
ル欄に証憑を追加してください。

Ӫ



４ー５．ゆうちょ銀行の口座を登録する場合：支払情報の入力

（１）画面の指示に従って、各種情報を入力してくだ
さい。

（２）必要な項目の入力が終わりましたら、「確認」
をクリックしてください。

以降の手順は４－６. をご確認ください。

（２）
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Ӫ

※記号の欄は、「5桁の数字＋ハイフン＋1桁の数字」が
あった場合は、5桁の数字のみを入力してください。



４ー６．精算払請求 口座登録確認画面をご確認ください

（１）「精算払請求口座登録確認画面」が表示されま
す。入力した内容をご確認ください。

（２）内容に間違いが無ければ「口座登録を完了する」
のボタンをクリックしてください。

内容に間違いがあれば「戻る」ボタンで前の画面
に戻り、入力内容を修正してください。

「口座登録を完了する」
のボタンをクリックしてください
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４ー７．精算払請求 口座登録が完了しました

（１）「精算払請求口座登録完了画面」が表示
されましたら、精算払請求の申請が完了となり
ます。
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４－８.精算払請求の結果を確認してください

Ӫ

（１）「【小型旅客船等の安全・安心確保推進
事業補助金】精算払請求審査完了の
お知らせ」のタイトルのメールが届きます。

（２）メールに記載された＜ログインページURL＞を
クリックし、ログインしてください。

（３）「精算払請求書」ボタンをクリックし、
PDFをダウンロードして保存および内容を
ご確認ください。

※審査結果や「精算払請求書」にご不明点がありましたら、
事務局へお問い合わせください。

（3）

（2）

※精算払請求の審査後、振込を実施します。

（１）
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４ー９．精算払請求の結果確認（訂正と再申請をする場合）（１）

精算払請求の申請内容に不備があった場合の対応
について説明いたします。

（１）「【小型旅客船等の安全・安心確保推進事
業補助金】申請内容の訂正と再申請のお願
い」のタイトルのメールが届きます。

（２）訂正していただく内容がメールに記載されて
おりますのでご確認ください。

（３）メールに記載された＜ログインページURL＞を
クリックし、ログインしてください。

（４） 「申請TOPページ」画面の「精算払請求」
ボタンをクリックしてください。

（１）

（3）

（2）

（４）
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４ー９．精算払請求の結果確認（訂正と再申請をする場合）（２）

※訂正時の操作方法は項番4-1. ～4-５. を参照して
ください。

（１）遷移先の「精算払請求口座登録画面」の
上部にも訂正依頼内容が表示されています。

（２）訂正依頼対象の項目に対して、この画面で
内容を訂正してください。

（３）訂正が完了しましたら、「確認」ボタンをクリック
してください。「実績報告確認画面」に
移ります。

（１）

Ӫ

※精算払請求 口座登録画面の上部に
も訂正依頼内容が表示されます

75

（３）



４ー９．精算払請求の結果確認（訂正と再申請をする場合）（３）

（１）「精算払請求口座登録確認画面」が表示されま
す。入力した内容をご確認ください。

（２）内容に間違いが無ければ「口座登録を完了する」
のボタンをクリックしてください。

内容に間違いがあれば「戻る」ボタンで前の画面
に戻り、入力内容を修正してください。

「口座登録を完了する」
のボタンをクリックしてください
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４ー10．訂正と再申請の方法（添付ファイルを訂正する場合）

（１）前回提出したファイルを変更したい場合、
該当箇所の「ファイルを選択」をクリックして、
新しいファイルを追加してください。

前回提出したファイルを変更しない場合、
「ファイルを選択」に対して何も実行せず、
“選択されていません”のままで進めてください。

（２）「確認」ボタンをクリックして「精算払請求
口座登録確認画面」で正しいファイルが添付
されているかをご確認ください。

確認後「口座登録を完了する」ボタンをクリック
して訂正完了となります。

精算払請求の添付したファイルを訂正する方法をご説明
いたします。
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（１）

（１）

「ｶ)ﾔﾏﾓﾄｼﾖｳｼﾞ」）

Ӫ

※申請システムは、「ｬｭｮｯ」（小さな文字）は証憑
通りには入力できません。「ﾔﾕﾖﾂ」と、半角の大きな
文字で入力してください。



5．補助金が給付されたことを確認する
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５ー１．振込処理の結果を確認してください（振込処理完了の場合）

（１）「【小型旅客船等の安全・安心確保推進
事業補助金】補助金の振込完了のお知らせ」
のタイトルのメールが届きます。

振込の処理が完了になりますので、入金の
ご確認をお願いいたします。

（１）
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５ー２．振込処理の結果を確認してください（振込失敗で再申請をする場合）

Ӫ

銀行の振込が何かの原因で失敗した場合の対応につ
いてご説明いたします。

（１）「【小型旅客船等の安全・安心確保
推進事業補助金】口座情報の訂正と再申請
のお願い」のタイトルのメールが届きます。

（２）メールに記載された＜ログインページURL＞を
クリックし、ログインしてください。

（３）「精算払請求」ボタンをクリックし、
振込可能な口座情報を登録したうえ、改めて
精算払請求の申請を実施してください。
精算払請求申請の操作方法は
4-1. ～4-５. を参照してください。

※振込失敗で清算払請求の再申請をする場合は、改めて
審査と振込手続きのお時間をいただきます。

（3）

（2）

※振込失敗の詳細理由についてはお答えできかねますので、
お手数をおかけしますが、振込可能な口座情報を
ご確認いただき、再度申請を実施してください。

口座情報についてご不明点あれば、
ご利用の金融機関までお問い合わせください。

（１）
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更新日 バージョン 更新内容

2025/7/11 Ver_1.0 PDFか画像ファイルでのみ提出の注意書き、バージョン、更新履歴追記。

2025/7/30 Ver_1.1 2-11～14を追記。

2025/9/18 Ver_1.2 INDEX2 -11～2-18の振り分けを修正。
2-7に総トン数が5トン未満の場合の入力について、許可・届出（登録）両方該当する場合の提出書類に
ついて、船舶の用途の入力について追記。
2-17に船舶所有者情報、船舶情報の訂正と再申請の方法を追記。
2-18に給付審査後の流れを追記。

2025/10/9 Ver_1.3 1-1 複数の申請ID作成時、同じメールアドレスが使用できる説明を追記。
2-7 「申請用フォーマット」メニューの図を追加。
3-1～3-8 実績報告の説明を追記。

2025/10/16 Ver_1.4 3-9～3-11の説明を追記。

2025/10/29 Ver_1.5 4-1～4-7の説明を追記。

2025/11/19 Ver_1.6 4-8～4-9、5-1～5-2の説明を追記。

2025/12/17 Ver_1.7 1-11 画像一部文字隠れのため修正。
2-7(3) 船舶の用途について、遊漁船業・漁ろうと読み取れるものは補助対象外のため不備とすることを明記。

2026/01/28 Ver_1.8 ヘッダーのお問い合わせボタンを消去。
2-7(2) 総トン数の入力についての説明文を修正。

2026/03/25 Ver_1.8 4‐5 ゆうちょの場合、記号の記入法について注意書きを追加。
4‐7 振込先名義人のカナ入力では半角は使用できず全角にて入力するよう注意書きを追加。

2026/04/28 Ver_1.9 2-7（3） 「遊漁船業・漁ろうと読みとれる用途は、補助対象外のため不備とします」追記。
4-4 確認書類について追記。
4-5 ゆうちょの記号について、5桁の数字のみ入力すること追記。
4-10 課題No.357 小さな文字の入力について追記。
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